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協議事項１ 

匝瑳市地域計画の進捗及び今後のスケジュールについて 

 

 工程 進捗状況 

１ 意向調査の実施 

令和６年５月実施 

「地域農業の将来に関する農地利用等意向

調査」 

２ 協議の場の開催 
令和５年 10月～令和６年７月に開催済み 

（全 19回） 

３ 目標地図の作成 
千葉県土地改良事業団体連合会（水土里ネ

ット千葉）より、令和６年 11月 29日納品 

４ 地域計画（案）の作成 事務局により作成済み 

 策定検討会（第２回）開催 
令和７年１月１５日開催 

地域計画（案）等に関する協議 

５ 地区説明会の開催 

・令和６年 12 月 20 日（金）開催（中央・

豊栄・須賀・平和・共興地区） 

・令和７年１月 22日（水）開催（匝瑳・豊

和・吉田・飯高・椿海地区） 

・令和７年１月 29日（水）開催（野田・栄

地区） 

６ 関係機関意見聴取 
農業委員会、農地中間管理機構、JAちばみ

どり、千葉県園芸協会、関係土地改良区 

 策定検討会（第３回）開催 
令和７年３月初旬開催予定 

地域計画の決定を議題 

７ 地域計画案の縦覧 縦覧期間２週間 

８ 地域計画の公告 令和７年３月末予定 

 

 

 

 

 

 

 

 



協議事項２ 

 

匝瑳市地域計画（案）について 
 

１ 共通事項 

○地域農業の現状及び課題 

本地区は、個人の農業経営体の内、65歳以上の割合が●●％となっており、今

後、高齢化による農業従事者の減少と後継者不足、このことに伴う耕作放棄地の

増加が懸念される。持続的に農地の利用を図りながら地域の活性化を進めるため

には、新規就農者を確保・育成しつつ、地域住民などを交え地域全体で農地を利

用していく仕組みの構築が喫緊の課題である。このため、分散する担い手の農地

を集約化するとともに、地域で取り組める新たな作物や栽培方法を検討していく

必要がある。 

 

○地域における農業の将来の在り方 

・水稲を主要作物としつつ、高収益作物の導入も検討していく。認定農業者を中

心として、集積・集約化を進め、農業を担う者を含めて栽培方法を確立する。 

・地域外から希望する認定農業者や認定新規就農者を受入れ、さらに農業を担う

者を募り、地域全体で農地を利用する仕組みの整備を進める。 

 

○農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針 

農地中間管理機構への貸付けを進め、担い手（認定農業者等）への農地の集積・

集約化を基本としつつ、担い手の農作業に支障がない範囲で農業を担う者により

農地利用を進める。 

 

（２）担い手に対する農用地の集積に関する目標 

６０％ 

 

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標 

 

○農業者及び区域内の関係者が上記の目標を達成するためにとるべき必要な措置 

（１）農用地の集積、集団化の取組み 

農地中間管理機構を活用して、認定農業者や新規就農者を中心に団地面積の拡大

を進めるとともに、担い手への農地集積を進める。 

 

（２）農地中間管理機構の活用方法 

将来の経営農地の集積を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかかわらず、

原則として、農地を機構に貸し付けていく。農地バンクの機能を活用し、農地の

一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通

じた担い手への貸付けを進める。 

担い手（認定農業者等）間の話合いを進めることにより、団地面積の拡大を進め

る。 



（３）基盤整備事業への取組 

農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、市、農業事務所及び関係

土地改良区と連携し、土地改良事業の実施に向けた協議を進める。 

 

（４）多様な経営体の確保・育成の取組 

市、農業委員会、JAちばみどり及び農業事務所等と連携し、地域内外から多様な

経営体を募集し、栽培技術向上への支援や生産する農地をあっせんするなど、相

談から定着まで切れ目のない取り組みを展開する。 

 

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組 

農業支援サービスを行っている事業者の情報を収集し、地域内で情報共有を図っ

ていく。作業委託を必要とする経営体と事業者とのマッチングを行っていくこと

で、地域内農地を維持し、遊休農地の発生防止を図っていく。 

 

○任意記載事項について 

①鳥獣被害防止対策 

鳥獣被害の発生要因となっている有休農地を管理するとともに、狩猟者の高齢化

対策としての担い手の育成、確保を図る。 

 

②有機・減農薬・減肥料 

有機農業や減農薬・減肥料栽培を推進する。 

 

③スマート農業 

農作業の省力化を図るため、スマート農業に関する情報を収集するとともに、導

入に向けた協議を進める。 

 

⑦保全・管理等 

地区の活動組織を中核とした農用地・水路・農道等の地域資源の保全活動によ

り、地域農業の維持に努める。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 地区別の数値 

地区名 

区域内の農用地等面積（ha） 規模縮小意

向 の 面 積

（ha） 

引受け意向

のある面積

（ha） 

農業者（65歳以上） 

経営面積（ha） 遊休農地面積

（ha） 
集積率（％） 

田 畑 合計 

 うち後継者

不在面積 

中央 209.5 31.9 241.4 28.6 5.8 99.5 42.3 15.2 20.1 

豊栄 182.9 54.9 237.8 27.2 23.0 81.1 48.2 23.0 20.9 

須賀 355.4 133.8 489.2 27.6 1.3 108.4 53.3 14.1 26.8 

匝瑳 223.1 44.7 267.8 20.7 2.0 82.2 31.3 18.9 38.8 

豊和 284.1 150.9 435.0 31.0 1.5 95.1 64.7 13.9 31.3 

吉田 243.9 42.6 286.5 18.6 30.0 52.1 37.0 8.6 23.9 

飯高 214.0 95.6 309.6 34.6 6.0 81.1 48.9 18.1 14.5 

共興 209.5 141.6 351.1 25.1 16.0 79.5 45.1 5.5 22.8 

平和 270.5 192.0 462.5 31.2 1.3 87.5 65.2 6.2 19.7 

椿海 283.0 99.1 382.1 35.0 53.0 113.1 63.3 2.8 31.3 

野田 371.1 221.4 592.5 22.2 22.0 128.1 82.2 11.7 27.4 

栄 303.9 208.9 512.8 19.7 9.5 105.2 58.3 9.4 37.6 

全体 3,150.9 1,417.4 4,568.3 321.5 171.4 1,112.9 639.8 147.4 27.3 


